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講演１ 青少年インターネット問題にかかる事業者の取り組み

一般社団法人電気通信事業者協会 青少年有害情報対策部会
本部長 佐治 健史 氏

仁愛大学 人間学部 コミュニケーション学科
博士 安彦 智史氏、仁愛大学学生（２名）

デジタルアーツ（株）経営企画部 経営企画課 政策担当課長
チーフエバンジェリスト 工藤 陽介 氏

問合わせ先

警察庁が発表したコミュニティサイトに起因する事犯の被害児童数は増加傾向が継続している
等、スマートフォンの急速な普及に伴いアプリなどの多様化が進む中、児童が安心・安全にイン
ターネットを利用できる環境の整備が急務です。

本セミナーでは、こうした課題に対するフィルタリングや周知啓発に関する電気通信事業者の
取組、サイバーパトロール支援等の研究者の取組、各種フィルタリングの内容と設定方法につい
て紹介します。

コーディネーター
富山大学名誉教授
山西 潤一 氏

青少年のインターネット利用に際して生じる、各種問題に対する事業者の取り組み（フィルタリング/リテラシー向上施策等）を紹

介、また、２月１日に施行された改正青少年インターネット環境整備法にかかる各種規定と、それに伴う事業者の運用等を紹介

犯罪被害にあった青少年の多くが親の見守りが行き届かないスマートフォン等を用いて有害情報にアクセスしたとされており、

大人の目の届かないネット上での犯罪被害が社会問題化。ネット上でのトラブルに巻き込まれる機会を最小化するため、コミュニ
ケーションアプリを介した悪意ある書き込みや出会い目的の投稿等を抽出、解析することにより、加害者・被害者を検出するサイ
バーパトロール支援についての研究を紹介

スマートフォンの普及とともに、未成年者が犯罪に巻き込まれる事例が急増、ニュースとして頻繁にとりあげられている現状を

踏まえ、子どもを取り巻くインターネットの危険性を紹介し、その対策として「スマートフォンのフィルタリングの内容と設定方法」を
紹介
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